
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 川崎式BK117C-2型ヘリコプター用部品(その２) 

 契 約 業 者 名 セントラルヘリコプターサービス(株) 

 随意契約の理由 

 

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

    

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 今回購入する物品は、神戸市が所有している川崎式ＢＫ１１７Ｃ―２型ヘリコプターに

搭載してある構成部品である。 

 

 ヘリコプターに使用する部品は、製造者である川崎重工業(株)により全て指定され

ており、国の定める航空法上も、製造者の定める部品以外の物を使用して飛行しては

ならないと定められている。 

 

 当該部品は、川崎式ＢＫ１１７Ｃ―２型ヘリコプターの専用部品であり、川崎重 

工業(株)により指定された「指定メンテナスセンター」であるセントラルヘリ 

コプターサービス(株)以外に当該部品を販売できる業者は存在しない。 

 

 以上の理由により、上記業者との随意契約を依頼するものである。 

 

担当部署 

（問合せ先） 消防局航空機動隊 航空整備係（電話番号 303-1192） 

 

 

 

 


